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過疎・中山間地域振興事業（いわきの地域農業を支えるひとづくり事業）業務 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 委託業務の目的 

労働力不足という課題を抱える農林業者と、農学を専攻する学生や将来の進路とし

て農林業を志向する学生団体をマッチングさせることで、新たな関係人口を創出し、

将来にわたって地域農林業を支える人材の確保につながるスキームを構築する。 

学生には、実践的な農林業体験のフィールド及び中山間地域の農林業者との交流の

機会を提供することで、中山間地域の農林業の魅力や課題への理解を促進する。 

 

２ 業務内容 

（１）委託業務名 

   過疎・中山間地域振興事業（いわきの地域農業を支えるひとづくり事業）業務 

（２）仕様 

 別紙「過疎・中山間地域振興事業（いわきの地域農業を支えるひとづくり事業）

業務仕様書（案）」 

（３）委託業務期間 

   委託契約締結の日から令和７年２月２８日(金)まで 

（４）委託費の上限 

   金１，８５０，０００円（消費税及び地方消費税の額を含む。） 

※謝礼金及びその他準備費用など、事業に関する経費全てが委託料に含まれるこ

と。 

 

３ 参加資格 

企画提案書を提出する者（以下「提出者」という。）に必要な資格（以下「参加 資

格」という。）は次のとおりとする。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の 4 の規定に該当しないこ

と。 

（２）募集要領を公示した日から契約締結日までの期間において、本県及び国の機関に

おける入札参加資格制限措置要綱等の規定に基づく入札参加制限中の者でないこ

と。（国の機関に係るものは、贈賄、独占禁止法違反行為、公契約関係競売等妨害

等に起因する案件に限る。） 

（３）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の申立てをし

た者若しくはなされた者（同法第 41 条第 1 項に規定する更生手続き開始の決定を

受けた者を除く。）又は民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手

続開始の申立てをした者若しくはなされた者（同法第 33 条第 1 項に規定する再生

手続き開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

（４）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77 号）第 2 条 

第 2 号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）に該当しないほか、次に掲げ

る者でないこと。 
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ア 役員等（提出者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与してい

る者を、提出者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時契約を締結す

る事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。）が、

暴力団又は暴力団の構成員（以下「暴力団員」という。）。 

イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損

害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者。 

ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与してい

る者。 

エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する

などしている者。 

オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

者。 

（５）県税を滞納している者でないこと。 

（６）消費税及び地方消費税を滞納している者でないこと。 

 

４ 質問等の受付 

   質問については、以下により受け付けます。 

（１）受付期間 

      令和６年５月９日（木）から５月１６日（木）１７時まで（必着） 

（２）提出方法 

   「質問書」（様式１）を電子メール又はＦＡＸによりいわき農林事務所企画部へ

提出してください。 

電子メールの件名は「過疎・中山間地域振興事業（いわきの地域農業を支えるひ

とづくり事業）に関する質問」とし、電子メール、ＦＡＸとも電話にて送付した旨

をお知らせください。なお、電話による質問の受付は行いません。 

（３）回答 

      質問に対する回答は、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるもの

を除き、令和６年５月２０日（月）１７時までに県のホームページ上で公開します。 

 

５ 参加申込書の提出 

  プロポーザルに参加する意思のある者は、「参加申込書」（様式２）を以下により

提出してください。 

  なお、この提出がない者の企画提案は受け付けません。 

（１）提出期限 

      令和６年５月３０日（木）１７時まで（必着） 

（２）提出方法 

      電子メール又はＦＡＸによりいわき農林事務所企画部へ提出してください。 

なお、電子メールの件名は「過疎・中山間地域振興事業（いわきの地域農業を支

えるひとづくり事業）参加申込書提出」とし、電子メール、ＦＡＸとも電話にて送
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付した旨をお知らせください。 

 

６ 企画提案書等の提出 

  プロポーザルに参加する意思のある者は、「参加申込書」（様式２）の提出を行っ

た上で、企画提案書等を以下により提出してください。 

（１）提出期限 

      令和６年６月６日（木）１７時まで（必着） 

（２）提出方法 

      いわき農林事務所企画部へ郵送又は持参 

   ※持参による提出の受付時間は、月曜日から金曜日（休日を除く。）の８時３０

分から１７時１５分までとします。ただし、令和６年６月６日（木）は１７時

までとします。 

（３）企画提案書等 

ア  企画提案書（様式任意。ただし、日本産業規格Ａ列４判とする。） 

イ  事業経費積算書（様式任意。ただし、日本産業規格Ａ列４判とする。） 

ウ  その他企画提案を説明するのに必要な書類 

    エ  団体概要（様式３） 

（４）提出部数 

６部（正本１部、副本５部） 

なお、副本５部については、提案者名及び提案者が特定できる文言（住所、代表

者名、電話番号、メールアドレス等）を記載しないこと。 

 

７ 企画提案書等の内容 

（１）企画提案書 

  次の事項に注意して作成してください。 

ア 業務実施体制 

責任者、準備及び当日の人員配置計画、役割分担、運営体制を明記すること。 

イ 農林業体験の実施方法や受入体制づくりの提案 

別紙「過疎・中山間地域振興事業（いわきの地域農業を支えるひとづくり事業）

業務仕様書（案）」で示した業務の目的及び内容に沿って、誘致活動先、農林業

体験及び農林業体験に係る受入体制づくりの提案を行うこと。 

（２）事業経費積算書 

経費区分が分かるように具体的に記載すること。なお、協力農家等への謝礼など、

想定される支出を可能な範囲で記載すること。  

（３）その他 

想定しない経費及び業務については、その都度県及び委託事業者で協議するも

のとする。 

 

８ 企画提案書等の提出に際しての留意事項 

（１）失格又は無効 

      以下のいずれかの事項に該当する場合は、失格又は無効となる場合があります。 

    ア  提出期限を過ぎて書類が提出された場合 
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  イ 事業経費積算額が委託費の上限額を超えた場合 

    ウ  提出書類に虚偽の内容の記載がされていた場合 

    エ  提出書類に不備があった場合 

    オ  審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

    カ  参加申込書の提出期限から当該業務の契約締結日までの期間内に、提案者又は

役員が刑法に定める容疑により逮捕又は起訴された場合 

  キ 本実施要領に違反すると認められる場合 

  ク その他、福島県が予め指示した事項に違反した場合 

（２）複数提案の禁止 

プロポーザル参加者は、複数の企画提案書を提出することはできません。 

（３）辞退 

参加申込書（様式２）を提出した後に辞退する際には、辞退届（任意様式）を提

出してください。 

（４）費用負担 

プロポーザルに要する経費等は、参加者の負担とします。 

（５）その他 

ア  参加者は、参加申込書（様式２）の提出をもって、本実施要領の記載内容を承

諾したものとみなします。 

イ  提案の実現可能性を検討するため、必要に応じて提案者に対し、任意で追加資

料の提出を求めることがあります。 

ウ  提出された企画提案書等は、返却しません。 

エ  提出された企画提案書等に係る第三者からの公文書開示請求に関しては、参加

者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため、開示しま

せん。 

 

９ プロポーザルの審査に関する事項 

（１）審査方法 

      プロポーザルによる各団体等からの提案を受け、福島県はこれを総合的に評価

し、業務委託予定者（単独随意契約の予定者）を選定します。 

（２）審査会（プレゼンテーション） 

企画提案者からのプレゼンテーション形式により審査を行います。 

ア 開催日時及び会場（予定） 

 令和６年６月１１日（火）（時間は別途通知） 

 福島県いわき合同庁舎４階大会議室 

 ※企画提案者が審査会場に入室できる人数は３名までとします。 

イ 所要時間（予定） 

企画提案者による１５分以内の説明と審査員による５分程度の質疑を行います。 
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（３）審査基準及び配点 

審査項目 評価基準（×加算率） 配点 

農林業体験マッチン

グ事業について 

・誘致活動先は継続性及び地域農業の維持・発展に繋が

る可能性が見込める学生団体か。（×２） 

・誘致活動について、学生団体に対して効果的な誘致方

法・手段の提案となっているか。（×１） 

・農林業体験について、いわき市の中山間地域及び地元

農産物の魅力や課題への理解を促進できる提案とな

っているか。（×２） 

・農林業体験実施後も継続性のある提案となっている

か。（×３） 

・学生団体の移動や宿泊に対する支援について、効率的

で経済的な提案となっているか。（×２） 

５０点 

農林業体験受入体制

整備支援事業につい

て 

・継続的に農林業体験を受け入れる事ができる提案と

なっているか。（×３） 

・地域住民の意向及び学生団体の感想や意見を反映で

きる提案となっているか。（×３） 

３０点 

業務全般について 

・運営に当たるスタッフの体制は十分か。（×１） 

・適切な積算となっているか。（×１） 

・企画としての独自性が認められるか。（×１） 

・本業務と類似の業務の受注実績があるか。（×１） 

２０点 

（４）通知等 

   審査の結果は、プロポーザル参加者全員に通知します。 

（５）契約の締結等 

    ア  仕様書の協議等 

        選定した業務委託予定者と福島県が協議し、委託契約に係る仕様を確定した上

で契約を締結します。 

        なお、基本的には別紙「過疎・中山間地域振興事業（いわきの地域農業を支え

るひとづくり事業）業務仕様書（案）」に業務委託予定者が提案した内容を反映

させて確定しますが、提案内容のとおりに反映されない場合もあります。 

    イ  契約金額の決定 

        契約金額は協議結果に基づき仕様書を作成し、これに基づき改めて見積書を徴

取し決定します。 

        なお、見積金額は委託費の上限額を超えないものとします。 

ウ  その他 

 業務委託予定者と福島県との間で行う協議が整わない場合又は業務委託予定

者が契約を辞退した場合は、審査結果において総合評価が次点であった応募者と

協議します。 
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10 スケジュール 

令和６年５月 ９日（木）      プロポーザル実施要領の公表 

令和６年５月１６日（木）１７時まで 質問書の提出期限 

令和６年５月２０日（月）１７時まで 質問書への回答 

令和６年５月３０日（木）１７時まで 参加申込書の提出期限 

令和６年６月 ６日（木）１７時まで 企画提案書等の提出期限 

令和６年６月１１日（火）予定    審査会（プレゼンテーション） 

令和６年６月１２日（水）予定    審査結果の通知 

令和６年６月下旬          契約締結 

 

11 問合せ先及び各種書類の提出先 

  〒970－8026 いわき市平字梅本１５番地（県いわき合同庁舎３階） 

  福島県いわき農林事務所 企画部 地域農林企画課（担当：渡邉） 

  電 話：0246-24-6197 

Ｆ Ａ Ｘ：0246-24-6196 

  Ｅメール：kikaku.af07@pref.fukushima.lg.jp 
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